
北九州市ＰＴＡ協議会会則 

 

 

第 1 章   総   則 

（名     称） 

第 １ 条 本会は北九州市ＰＴＡ協議会（以下「北九Ｐ協」という。）と称し、事務局を北九州市立生涯 

学習総合センター2階（北九州市小倉北区大門一丁目 6番 43 号）に置く。 

（組     織） 

第 ２ 条 本会は北九州市立小学校・中学校・特別支援学校の各ＰＴＡで組織する単位ＰＴＡ（以下「単

Ｐ」という）の会員をもって組織する。 

（目     的） 

第  3 条 本会は、北九州市ＰＴＡの健全な発展を図ることを目的とする。 

（事     業） 

第 ４ 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）ＰＴＡ相互の連絡調整に関すること 

（２）学校教育の理解と振興に関すること 

（３）家庭教育及び社会教育の振興に関すること 

（４）会員の研修に関すること 

（５）関係機関、団体との連絡提携に関すること 

（６）その他、本会の目的達成に関すること 

 

 

第 2 章   役員、理事及び監事 

（役員、理事及び監事） 

第 5 条 本会に、次の役員、理事及び監事を置く。 

２ 役員は次のとおりとする。 

会 長   １ 名 

副会長   13 名以内（小学校部会長、中学校部会長、市特支Ｐ連会長、市校長会長 3 名、

市母親委員長、会務担当 4 名以内、会計担当、九Ｐ大会北九州市大会

実行委員長） 

  

３ 理事は次のとおりとする。 

（１）北九州市の小学校及び中学校の各区ＰＴＡ連合会（以下「区連合会」という）の会長 

（２）北九州市特別支援学校ＰＴＡ連合会（以下「市特支Ｐ連」という）より 1名 

（３）北九州市小学校、中学校、特別支援学校の各教頭会より推薦された教頭 3名 

（４）母親委員会の副委員長 

（５）市小Ｐ連、市中Ｐ連の事務局長（但し、平成 24 年度総会までとする） 

４ 監事は次の通りとする． 

監 事   3 名（小学校部会、中学校部会、特別支援学校部会） 

 



 

 

 

（任     務） 

第 ６ 条 本会の役員、理事及び監事の任務は次のとおりとする。 

（１） 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会、理事会及び役員会を招集する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（３） 会務担当副会長は、本会の議事を進行するとともに記録し、整理保存する。また、委員会の

担当役員となり、委員会活動を統括する。 

（４） 会計担当副会長は、総会において決定された予算に基づき会計を処理し、その結果を総会に

報告し、承認を求める。 

（５） 理事は、理事会に出席し、会務を審議する。 

（６） 監事は、当該年度の経理及び会務を監査し、その結果を総会に報告する。また、役員会及び

理事会に出席できる。 

（任期及び選出方法） 

第 ７ 条 役員（会長・副会長）、理事及び監事の任期は、1年とするが、再任を妨げない。なお欠員が

生じ、補任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

補任に関しては、役員会で選出し、理事会で承認する。 

２ 会長および副会長のうち会務担当、会計担当、市母親委員長は、区連合会及び特支Ｐ連から

推薦された役員候補者を中心に、並びに小学校部会長、中学校部会長、特別支援学校部会長は、

各部会から推薦された役員候補者を中心に役員選考委員会で選考し，総会の承認を受ける。 

３ 市小・中・特支学校校長会長 3名を副会長とする。 

４ 監事は、小学校部会、中学校部会、特別支援学校部会より 1 名を推薦してもらい、総会の承

認を受ける。 

（相  談  役） 

第 ８ 条 本会に相談役を置くことができる。 

２ 相談役は、本会の役員経験者とし、理事会の承認を得て会長が委嘱する。任期は 1 年とする

が再任は妨げない。 

    ３ 相談役は会議に出席できる。 

 

第 3 章   会   議 

（名     称） 

第 ９ 条 本会の会議は、総会、理事会、役員会、事務局長会議及び各種委員会とする。 

（総     会） 

第 １０ 条 総会は、本会の最高決議機関である。総会は役員、理事、監事及び代議員をもって構成し、

毎年年度はじめに定例総会を開き、次の事項を審議決定する。 

（１） 役員の承認  （２） 活 動 方 針  （３） 事業報告・計画 

（４） 予算・決算  （５） 会則の改正  （６） その他必要と認める事項 

２ 代議員は、区連合会より副会長 2 名、母親代表、校長会長、事務局長とし、市特支 P 連より

副会長１名、母親代表、校長会長及び事務局長とする。 

３ 総会は、構成員の３分の１以上の出席（委任状を含む）によって成立し、出席者の過半数に



より議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

４ 総会は、会長が招集する。また、必要に応じて、臨時総会を開催することができる。 

５ 役員、理事、監事及び代議員の３分の２以上の要請があれば、会長は臨時総会を開催しなけ

ればならない。 

６ 総会の議長は、開催の都度、出席者の同意を得て、理事の中から選出する。 

 

 

（理  事  会） 

第 １１ 条 理事会は、役員、理事及び監事をもって構成し、総会に次ぐ議決機関とする。 

２ 理事会は、必要に応じて会長が招集する。但し、理事の３分の１以上の要求があれば、すみ

やかに開催しなければならない。 

３ 理事会は、構成員の３分の１以上の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。可

否同数の場合は会長の決するところによる。 

４ 理事会は、次の事項を審議議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会より委託された事項 

（３）その他の会務運営に必要な事項 

（役  員  会） 

第 １２ 条 役員会は、総会及び理事会の議決に基づき本会の会務を執行する。但し、緊急を要する審議

事項については、役員会で処理し、理事会の承認を得るものとする。 

（事務局長会議） 

第 １３ 条 北九Ｐ協、区Ｐ連及び市特支Ｐ連事務局長会議を年度に１回程度開催し、各Ｐ連や校長会と

の連携を深める。 

 

（部     会） 

第 １４ 条 本会に部会を置く。 

（１） 小学校部会 

（２） 中学校部会 

（３） 特別支援学校部会 

    ２ 部会の構成、その他必要な事項は、理事会において定める。 

（委  員  会） 

第 １５ 条 本会に常置委員会を置く。 

（１）総 務 委 員 会     （２）広 報 委 員 会 

（３）母 親 委 員 会     （４）特別支援教育・研修委員会 

２ 母親委員会を除く委員長及び副委員長は、理事の中から理事会の承認を得て、会長が委嘱す

る。 

３ 委員会の構成、その他必要な事項は、理事会において定める。 

４ 必要がある時には、本会に特別委員会を設置することができる 

 

 

第 ４ 章   会   計 



（会     計） 

第 １６ 条 本会の経理は、各構成団体の分担金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 各区連合会分担金は、次のとおりとする。 

４０円×(児童生徒数) 

３ 児童生徒数は、5月 1日の教育委員会学事課発表在籍数による。 

４ 分担金は、各連合会でとりまとめ、当該年度の 6月末までに、事務局に納入する。 

（会 計 年 度） 

第 １７ 条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年の 3月 31 日に終わる。 

２ 本会の経理事務について必要な事項は、理事会において定める。 

 

 

第 ５ 章   事 務 局 

（事  務  局） 

第 １８ 条 本会に事務局を置く。事務局は本会の庶務を行う。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置く。 

３ 事務局は必要に応じて事務局次長を置くことができる。 

４ 事務局長及び事務局員は会議に出席し、職務を遂行する。 

 

第 ６ 章   改   正 

（改     正） 

第 １９ 条 本会則の改正は、総会構成員の３分の２以上（委任状を含む）の賛成によって成立する。 

 

第 ７ 章   補   則 

（総     則） 

第 ２０ 条 この会則の施行に必要な事項は、理事会で別に定める。 

（付     則） 

１ この会則は、昭和 49 年 6 月 1日より施行する。 

２ この会則は，昭和 53 年 7 月 13 日に一部改正． 

３ この会則は、昭和 55 年 2 月 20 日に一部改正。 

４ この会則は、昭和 57 年 6 月 28 日に一部改正。 

５ この会則は、昭和 58 年 6 月 3 日に一部改正。 

６ この会則は、昭和 60 年 6 月 19 日に一部改正。 

７ この会則は、昭和 61 年 6 月 18 日に一部改正。 

８ この会則は、昭和 63 年 3 月 18 日に一部改正。 

９ この会則は、平成 6 年 6 月 3 日に一部改正。 

10 この会則は、平成 7 年 6 月 2 日に一部改正。 

11 この会則は、平成 8 年 6 月 4 日に一部改正。 

12 この会則は、平成 9 年 6 月 4 日に一部改正。 

13 この会則は、平成 10 年 6 月 5 日に一部改正。 

14 この会則は、平成 11 年 6 月 4 日に一部改正。 

15 この会則は、平成 12 年 6 月 2 日に一部改正。 



16 この会則は、平成 16 年 2 月 24 日に一部改正。 

17 この会則は、平成 19 年 6 月 8 日に一部改正。 

18 この会則は、平成 20 年 6 月 7 日に一部改正。 

19 この会則は、平成 21 年 5 月 29 日に一部改正。 

20 この会則は、平成 22 年 5 月 10 日に一部改正。 

21 この会則は、平成 23 年 5 月９日に一部改正。 

平成２４年４月１日より適用する。但し、第５条２項、４項並びに第６条、７条及び第１４

条については、平成２３年６月４日から適用することとし、小学校部会、中学校部会、特別

支援学校部会については、平成２４年３月３１日までは、それぞれ北九州市小学校ＰＴＡ連

合会、北九州市中学校ＰＴＡ連合会、北九州市特別支援学校ＰＴＡ連合会と読み替える。 


